
近
世
公
家
墓
所

の

一
例

摂
関
家
鷹
司
家
の
墓
所藤

井

直

正

一
、

は

し

が

き

近
年

に
お
け
る
考
享

の
著

し
い
動
向

の

;

と
し
て
、
中
世

か
ら
近
世

へ
か
け
て
の
、

い
わ
ゆ
る
歴
史
考
享

の
中

で
も
、
新

し
い
時
代
を
対
象
と
す
る
遺
跡

卜

遺
物

の
調
査

・
研
究
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

中

で
も
、
遺
跡

と
し
て
は
、
城
館
を
は
じ
め
と
し
て
、

さ
ら
に
都
市
全
体
を
遺
跡
と
し

て
取

り
上
げ

る
調
査

.
研
究
、
遺
物
の
上
で
は
、

こ
れ
ら

の
遺
跡

に
あ

っ

て
遺
存
率
が
も

っ
と
も
高

く
、
数
量
的

に
見
て
も
普
遍
的

な
土
器

・
陶
磁
器

の
研
究
を
筆
頭

に
、
個

々
の
遺
物
、
あ
る
い
は
そ

の
セ
ッ
ト
関
係
を
通
じ

て
、
当
時

の

生
活

・
文
化
、
さ
ら
に
社
会
構
造

を
考
え
よ
う
と

い
う
試

み
が
全
国
各
地
で
活
ば

つ
に
進

め
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
都
市
遺
跡

の
調
査
と
関
連
し
て
、
当
時
、
死
者
を
葬

っ
た
墓

・
墓
地
が
検
出

さ
れ
る
場
合
も
多
く
、
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
事
例

が
報
告

さ
れ
て
い
る
。

生
が
あ
れ
ば
死
が
訪
れ
る
の
は
当
然

の
理
で
あ
る
。
古
今
東
西
、
死
者
を
弔
う
祭
式

の
方
法
、
埋
葬

の
あ
り
方

は
ち
が

っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形

の
墓
が
存
在
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
当
時

の
社
会

の
あ
り
方
を
端
的

に
示
す
も
の
と
し
て
、
考
古
学
の
重
要
な
研
究
対
象
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
て
来
た
。

昨
今

に
お

い
て
も
、
佐
賀
県
神
埼
郡
三
田
川
町
・
神
埼
町

に
ま
た
が

る
吉

野
力
里
遺
跡

で
見

つ
か

っ
た
墳
丘
墓

や
、
奈
良
県
桜
井
市

の
纏
向

石
塚

の
発
掘
は
、
『
魏

志
倭
人
伝
』

の
記
載
や
耶
馬
台
国

の
所
在
論
と
も
か
か
わ

っ
て
、
考
古
学
関
係
者
ば
か
り

で
な
く
、
多
く

の
人
び
と

の
関
心
を
集
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

じ
き

き
も

　
　

　

し

か
し
、
そ
の
反
面
、
中
世

に
お
け
る
大
規
模
な
墓
地
と
し
て
、
そ
の
調
査
成
果
が
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
、
神
奈
川
県
横
浜
市
上
行
寺
東
遺
跡
や
、
静
岡
県
磐

●
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家
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例

(
2

)

田
市

に
所
在
す
る

一
の
谷
遺
跡
の
墳
墓
群
が
、
調
査
関
係
者
を

は
じ
め
、
学
界
有
識
者
の
保
存

へ
の
努
力
も
空
し
く
、
現
代

に
お
け
る
都
市
開
発
の
た
め
に
破
壊
さ

れ
る
と

い
う
事
態
も
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

発
掘
調
査

に
よ
る
墓
地

.
墓
制

の
調
査

.
研
究
と
は
別
に
、
中
世

・
近
世
と

い
ヲ
時
代
を
視
点
を
か
え
て
見
た
場
合
、
全
国
の
各
地
に
は
、
調
査

・
研
究

の
対
象

と
し

て
取
り
上
げ

る
必
要

の
あ
る
も
の
が
随
所

に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
集
落

の
中

に
あ
る
も
の
、
寺
院

の
境
内

に
あ
る
も

の
等
、
そ
の
形
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
が
、
墓
碑

・
墓
塔
、
そ
れ
ら
の
集
合
す
る
墓
地

が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
墓
碑

.
墓
塔
乃
至
墓
地
は
、
民
俗
学

の
立
場

か
ら
、
あ
る
い
は
石
造
美
術
と
し
て
の
見
地

か
ら
研
究
対
象
と
さ
れ
る
場
合
が
多

い
が
、
考
古
学

の
研
究

対
象
と
さ
れ
た
も
の
は
少
な
い
。

か

つ
て
故
坪
井
良
平
先
生

が
、
現
在

の
京
都
府
相
楽
郡
木
津
町

に
所
在
す
る
中
世
以
来

の
墓
地
を
対
象

に
、
個
々
の
墓
碑
を
単
念

に
実
測
さ
れ
、
そ
れ
を
年
代
順

に
並

べ
る
、

い
わ
ゆ
る
編
年

の
作
業
を
試

み
、
墓
碑

・
墓
地

の
変
遷
を
通
じ
て
集
落

の
推
移

を
た
ど
ら
れ
た

「
山
城
木
津
惣
墓

の
研

究
」

(『考
古
学
』
第

一
〇
巻
、
第

一
六
号
、
昭
和

一
四
年
)
は
、

こ
の
分
野

の
研
究

の
金
字
塔

で
あ

る
が
、

こ
う
し
た
試

み
の
実
践
は
、
古

い
集
落
乃
至
墓
地
を
め
ぐ
る

(
3

)

土
地
環
境

の
変
化
が
め
ま
ぐ
る
し

い
現
在
こ
そ
必
要

で
は
な

い
の
だ
ろ
う

か
。

私
は
私
な
り
に
、

一
つ
の
視
点
か
ら
、

一
大
名
家

の
墓
所
を
対
象
と
し
た
調
査

の

一
端
を
紹
介

し
た

の
が
、

『大
手
前
女
子
大
学
論
集
』
第
二
十

一
号

(昭
和
六
二

年

一
一
月
)
に
掲
載
し
た
、
「
大
名
家
墓
所

の

一
例
-
近
江
膳
所
藩
主
本
多
家

の
墓
所
」
で
あ

る
。
城
下
町

に
は
、
必
ず
と

い
っ
て
い
い
程
、
当
地
を
治
め
た
城
主

の

墓
所
が
そ

の
菩
提
寺

に
所
在
し
て

い
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ

た
の
は
、
小
藩

で
は
あ

る
が
、
東
海
道
を
拒
す
近
江
膳
所
藩
主
本
多
家

の
墓
所

で
あ
り
、
大
津
市
丸

の

内
町
の
緑
心
寺

に
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
姉
妹
編
と
し
て
、
膳
所
藩

の
分
家

に
当
た
り
、
本
多
麟
轡

は
じ
ま
る
伊
勢
襯
斥
藩

王
本
多
家

の
弗墨
所
も
調
査
し
・
そ
れ
は

「
本
多
家

の
遺
濁
」

(若

林
喜
三
郎
編

『旧
伊
勢
神
戸
藩
主
本
多
家
史
料
』
大
手
前
女
子
大
学
史
学
研
究
所
、
昭
和
六
三
年
三
月
)
に
紹
介
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
今
回
、
本
稿

に
お
い
て
取
り
上
げ

た
の
は
、
近
世
幕
藩
体
制
下
に
あ

っ
て
、
大
名
家

に
比

べ
る
と
、
そ
の
存
在
が
忘
れ
が
ち
な
、
と

い
っ
て
も
古

い

伝
統

に
支
え
ら
れ
て
、
そ
れ
な
り

の
勢
力
を
持

っ
て
い
た
公
家

の
墓
所

で
あ
り
、
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
二
尊
院

に
あ
る
鷹
司
家
墓
所
が
そ
の
対
象
で
あ
る
。

実
地
調
査
を
試
み
た
の
は
、
昭
和
五
十

二
年

の
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
そ

の
こ
ろ
鷹
司
家
の
こ
と
に

つ
い
て
し
ら

べ
る
必
要
が
あ
り
、
鷹
司
家

の
成
り
立
ち
に
関
す

る
史
料

と
史
跡

の
探
訪
を
試
み
た
。
そ
の
動
機

は
、
私

の
自
宅

か
ら
日
日
眺

め
る
こ
と

の
で
き
る
、
岩
滝
山
の
ふ
も
と
に
所
在
す
る
古
刹
往
生
院
の
歴
史
と
の

つ
な

一28一
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が
り
か
ら
で
あ
る

。

こ
の
往
生
院
は

、
寺
伝

で
は
聖
武

天
皇

の
勅
願

に
よ

っ
て
行
基
が
開
創
し
た
と
称
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
後
世

の
付
会

の
説

で
、

こ
の
寺

の
草
創

は
、
三
善
為
康

の
著
わ
し
た

『
拾

遺
往
生
傳
』
に
の
せ
る

「安
助
上
人
傳
」

に
よ

っ
て
、
平
安
時
代

の
長
暦
年
中

(
一
〇
三
七
-
四
〇
)
に
、
安
助
上
人
が
四
天
王
寺

の
真
東

に
当
た

(
4

)

る
当
地

(現
在
の
東
大
阪
市
六
万
寺
町
)
の
山
ろ
く

に
、
浄
土
信
仰

の
道
場

と
し
て
開

か
れ
た
寺
院
跡

で
あ
る
。
の
ち
南
北
朝
時
代

の
正
平
三
年

(
一
三
四
八
)
の
い
わ

(
5

)

ゆ
る
四
条
縄
手

の
合
戦

に
際
し
、
楠
木
正
行

の
率

い
る
南
軍
が
、
当
寺

を
本
拠

と
し
た
こ
と
が

『
太
平
記
」
等

に
見
え
て
い
る
が
、

こ
の
時

の
丘
ハ火

で
焼
失
、
衰
微

し

て
い
た
。

江
戸
時
代

に
入

っ
て
、
河
内
郡
池
島
村

(現
在
の
東
大
阪
市
池
島
町
)
の
冨
家
浄
泉
坊
欣
誉

が
、
時

の
関
白
鷹
司
信
房
及
び
房
輔
の
援
助
を
受
け

て
再
興
し
た
と
伝

(
6

)

え
て
い
る
の
で
あ

る
。

往
生
院
の
歴
史

を
し
ら

べ
る
に
当
た

っ
て
、
も
し
鷹
司
家

の
史
料
が

の
こ

っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
中

に
往
生
院
と

つ
な
が
り

の
あ
る
史
料

が
あ
る
の
で
は

な

い
か
と
い
う
推

測
に
立

っ
て
、
鷹
司
家
史
料
の
探
究
を
試

み
た

の
で
あ

る
。

件

の
鷹
司
家

は
、
京
都
市
上
京
区

の
京
都
御
所

の
堺
町
御
門
前

に
屋
敷
が
あ

っ
た

の
で
あ

る
が
、
幕
末

に
火
災

に
遭

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
明
治
維
新
後
、

東
京

に
移
住
さ
れ
た
等

の
事
情
か
ら
、
鷹
司
家

に
伝
え
ら
れ

て
い
た
古
文
書

・
記
録

の
類
は
ほ
と
ん
ど
失

わ
れ
て
い
る
が
、
若
干

の
史
料
が
宮
内
庁
書
陵
部

に
収
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
聞

し
た
。

こ
う
し
た
経
緯

も
あ

っ
て
、
宮
内
庁
書
陵
部

に
赴
き
、
鷹

司
家
史
料
を
閲
覧

し
た
が
、
そ
れ
は
全
部
が
鷹
司
家
ご
当
主

の
日
記
で
あ
り
、
当
然

の
こ
と
で
は
あ
る

が
、
河
内
の

一
介

の
小
寺
院

の
こ
と
が
出

て
く
る
は
ず
は
な
く
、
徒
労

に
終

っ
た
が
、
後
章

に
く
わ
し
く
述

べ
る
葬
送

に
関
す
る
記
事
を
見

つ
け
た

こ
と
は
、
ま

っ

た
く
の
副
産
物

で
あ

っ
た
。

今
回
、
先

に
記

し
た
よ
う
な
視
点

か
ら
見
た
場
合
、
当
時
し
ら

べ
て
お
い
た
資
料
が
役
立

つ
こ
と
か
ら
、
再
検
討
を
加
え
て
取
り
上
げ

て
見
る
こ
と
と
し
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
鷹
司
家

は
摂
関
家

の

一
で
あ
る
が
、
そ
の
筆
頭
で
あ
り
、
本
家
筋

に
当
た
る
近
衛
家
は
、
昭
和

六
十

一
年
以
来
、
本
学
の
事
業

と
し
て
私
た

ち
が
発
掘
調
査
を

進
め
て
い
る
伊
丹
郷
町

の
領
・王
で
あ
り
、
本
学
な
ら
び

に
私

た
ち
に
と

っ
て
身
近
な
存
在
で
あ
る
。
従

っ
て
、
京
都
市
上
京
区
の
大
徳
寺

に
所
在

す
る
近
衛
家
墓
所

の
調
査
も
、
近

い
機
会

に
実
施

し
て
見
た

い
と

い
う
の
が
、
私

の
脳
裡

に
秘
め
て

い
る
課
題
で
も
あ
る
。

近
世
公
家
墓
所
の
一
例
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近
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の

一
例

本
稿
は
、
先
ず
、
嵯
峨
二
尊
院

に
あ
る
鷹
司
家
墓
所

の
状
況
を
紹
介

し
、
先
年
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
出
向

い
た
際

に
閲
覧
し
た

『鷹
司
房
煕
記
』

に
見
え
る
先
代

兼
煕

の
葬
礼

に
関
す
る
記
事
を
中
心
に
述

べ
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
あ
と
前
稿
以
後
、
機
会

の
あ
る
ご
と

に
べ
っ
見
し
た
近
世
墓
地
、
墓
碑

に
つ
い
て
の
覚
書
を
記

し
、
前
稿

の
補
填
を
す
る
こ
と

に
し
た

い
。

　 　 　

321
　 　 　

654

〔
注
〕

「神
奈
川
六
浦
と
上
行
寺
東
遺
跡
」

(
『歴
史
手
帖
』

(第

一
四
巻
、
第
三
号
。
昭
和
六

一
年
三
月
、
名

著
出
版
)

網
野
善
彦

・
石
井

進
編

『中
世
の
都
市

と
墳
墓

房

谷
遺
跡
を
め
ぐ
っ
て
』

(昭
和
六
三
年

八
月
、
日
本

エ
デ

ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
)

畏
友
水
野
正
好
氏
は
、
自
ら
編
集

に
従
事
し
た

『図

説
発
掘

が
語
る
日
本
史

4
近
畿
編
』

(昭
和
六
〇

年

一
二
月
、
新
入
物
往
来
社
)
所
収

の

「主
要
文
献
解
題
」
の

中

で
、
「
惣
墓
の
墓
標
三
二
〇
〇
余
基

を
調
査
し
、
墓
標

の
変
遷
、
思
惟

の
移

り
を
鮮

か
に
説
き
、
歴
史
考
古
学

の
真
髄
を
披
歴
す
る
。
後
続
す
る
同
種

の
論
考
が

い

ま
だ
五
指

に
達
し
な

い
こ
と
が
残
念

で
あ
る
。
」

と
評

し
て
い
る
。

川
岸
宏
教
氏

「
中
世
枚
岡

の
仏
教
」

(
『枚
岡
市
史
』

第

}
巻
、
本
編
所
収
、
昭
和
四
二
年
)

『太
平
記
』
巻
第

二
六

「
正
行
参

二
吉
野

一
事
」

(
4
)
に
同

じ

一30一



二

五
摂
家

の

一
ー
鷹
司
家

鷹

司
家

の
こ

と
を
知

る

に
当

た

っ
て
、

ま
ず

『
日
本

歴
史

大

辞

典
』

(河

出
圭
旦
房
、

昭

和

四
九
年

刊

)
を
引

い
て

み
た
。

「
た

か

つ
か
さ

け
」
、
次

に

「
た

か

つ
か
さ

け

り

ょ
う

」

の
項

目

が
あ

り
、

た

か

つ
か

さ
す

け

ひ
ろ

〃 ノノ ノノ ノノ ノノ ノノ ノノ ノノ ノノ ノノ

た
だ

ふ
ゆ

の

ぶ

ひ
さ

の

ぶ

ふ
さ

ふ

さ

ひ
ら

ふ

ゆ

の
り

ふ

ゆ
み

ち

ま

さ

ひ
ら

ま

さ
み

ち

も

と
た
だ

も

ろ

ひ
ら

の
、
歴
代

二
十
六
人

の
う
ち
、

解
説
は
、
本
学
文
学
部
長
、

以
下
、

鷹
司
輔
煕

〃

忠
冬

〃

信
尚

〃

信
房

〃

房
平

〃

冬
家

〃

冬
通

〃

政
平

〃

正
通

〃

基
忠

〃

師
平

十

一
人

に
つ
い
て
の
解
説
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
冒
頭

の

「
鷹
司
家
」
と
こ
の
十

一
人
の
う
ち
、
輔
煕

・
政
通
を

の
ぞ
い
た
九
人

の

史
学
科
教
授
今
井
林
太
郎
先
生
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
鷹

司
家

に

つ
い
て
の
記
事
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

鷹
司
家

五
摂
家

の

一
つ
。
姓
は
藤
原
氏
、
近
衛
家
実

の
四
男
で
、
兼
経

の
弟

で
あ
る
兼
平
を
祖

と
す
る
。

近
世
公
家
墓
所
の
一
例

兼
平

の
亭
が
鷹
司
室
町
に
あ

っ
た
の
で
、
鷹
司
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氏
を
称
し
た
。
兼
平
は

一
二
五
二

(建
長
四
)
年

一
〇
月
兼
経
の
あ
と
を
承
け
て
摂
政
と
な
り
、

つ
い
で
五

四
年

一
二
月
関
白
と
な

っ
た
。
以
後
彼
の
子
孫
は

相
次

い
で
摂
政

・
関
白
と
な
り
、
明
治
時
代

に
入

っ
て
煕
通
は
華
族

に
列
し
、
公
爵
を
授

け
ら
れ
た
。
そ

の
系
図
を
示
せ
ば
次

の
ご
と
く

で
あ
る
。

兼
平
曇

冬
平

冬
教

師
平
ー

冬
通
ー

冬
家

一房
平

政
平
ー

兼
輔

.
心冬

信
一房

信
尚
-

教
平

一房
輔

兼
煕
ー

房
煕

尚
輔

基
輔
-

輔
平

政
煕

政
通

輔
煕

輔
政

煕
通

信
輔

さ
て
、
鷹
司
家
は
、
楊
梅
家
と
も
呼
ば
れ
、
五
摂
家

の

一
つ
と
し
て
摂
関
家

に
数
え
ら
れ
て
い
る
家
柄
で
あ
る
。
摂
関
家
の
は
じ
ま
り
は
、
清
和
天
皇

の
代

に
、

天
皇

の
外
祖
父
と
し
て
大
き
な
勢
力
を
持

つ
こ
と
に
な

っ
た
藤
原
良
房

が
、
摂
政

に
任
命

さ
れ
た
時
か
ら
で
あ
る
。
以
来
、
藤
原
氏
北
家
が
代

々
世
襲
し
、
藤
原
道

長

の
時
代

に
最
盛
期
を
迎
え
た
。
鎌
倉
時
代

に
入

っ
て
、
近
衛
家

と
九
条
家
、
及
び
そ
れ
ら
の
流
れ
を
汲
む
二
条
家

・
一
条
家
、
さ
ら
に
鷹
司
家
の
五
家
が
交
互
に

摂
政

・
関
白

と
な
り
、
五
摂
家
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

五
摂
家

の

一
つ
で
あ
る
鷹
司
家

は
、
摂
政
で
あ

っ
た
近
衛
兼
経

(近
衛
家
)
の
時
、
嗣
子
の
基
平
が
幼
少
で
あ

っ
た
た
め
に
、
弟

の
兼
平
に
譲

っ
た
こ
と
に
は
じ
ま

る
。
そ
し
て
、

こ
の
兼
平

の
邸
宅
が
鷹
司
室
町

(現
在
の
京
都
市
上
京
区
)
に
あ

っ
た
こ
と
か
ら
鷹
司
氏
と
称

す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

近
衛
兼
平
は
、
建
長

四
年

二

二
五
二
)
十
月
に
摂
政
と
な
り
、
次

い
で
建
長
六
年

(
一
二
五
四
)
十
二
月
に
関
白
と
な

っ
た
。
こ
の
時
か
ら
、
そ
の
子
孫
は
、
他

の
摂
関
家
と
交
互
に
摂
政

・
関
白
の
地
位

に

つ
い
た
。
室
町
時
代

に
な
る
と
、

一
条
兼
良
と
並

ぶ
文
才
と
い
わ
れ
る
房
平
を
出
し
た
。
し
か
し
、
室
町
時
代
末
期

と

な

っ
て
、
十
二
代
の
忠
冬

に
は
嗣
子
が
な
く
、
約
三
十
年

の
間
鷹
司
家
は
中
絶
し
た
。

そ
の
後
、
天
正
七
年

二

五
七
九
)
、
織
田
信
長

の
口
添

え
に
よ

っ
て
、
二
条
晴
良

の
三
男
で
あ
る
信
房
が
そ
の
後

を
嗣
ぎ
、
同
年
十

一
月

二
十

二
日
に
正
五
位

に

叙
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
江
戸
時
代

に
入

っ
た
慶
長
十

一
年

(
一
六
〇
六
)
に
関
白

と
な
り
、
鷹
司
家
を
再
興
し
た

の
で
あ
る
。
従

っ
て
、

こ
の
時
以
後
は
幕
末

に
至
る
ま

で
鷹
司
家
を
継
承
し
た
。

二
十

一
代

に
は
、
閑
院
宮
直
仁
親
王
の
御
子
輔
平
が
降
下
さ
れ
て
継
ぎ
関
白
と
な

っ
て
い
る
。

幕
末

に
あ

っ
て
は
、
政
通

・
輔
煕
の
父
子
が
、
公
武
に
わ
た
る
多
難
な
政
局
下
に
あ

っ
て
活
躍
し
、
国
事

に
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
通
は
、
弘
化
三

一32一



年

(
一
八
四
六
)、
孝
明
天
皇

の
ご
即
位

に
伴

っ
て
摂

政
と
な

り
、

ペ
リ
ー
の
来
航
以
来
、
朝

廷
と
幕
府

の
中

に
立

っ
て
交
渉

に
当

た
ら
れ
、
安

政
五
年

二

八
五

八
)
、
幕
末
が
日
米
通
商
条
約

の
調
印
を
求
め
た
時

に
は
、
開
国
論

の
立
場

に
立

っ
て
幕
府

の
方
針
を
認

め
よ
う

と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
擁

夷
論

に
変

わ

り
、
近
衛
忠
煕

・
三
条
實
萬
等
と
協
力
し
、
そ

の
時

の
関
白
九
条
尚
忠
等

に
対
抗
し
た
。
安
政
の
大
獄

の
時

に
は
、
水
戸
家
と
内
通
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
疑

わ
れ
、
子

の
輔
煕

と
と
も
に
、
幕
府

か
ら
落
飾
を
命
じ
ら
れ
る
と

い
う

一
場
面
も
あ

っ
た
。

ま
た
政
通
は
、
家
蔵
の
書
籍

の
整

理
に
当

た
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
蔵
書

は
、
現
在
、
宮
内
庁
書
陵
部
の
所
蔵
と
な

っ
て
い
る
。
明
治
時
代

に
な

っ
て
煕
通

は
華

族
に
列
し
て
公
爵
を
授

け
ら
れ
、
大
正
天
皇
の
時
代

に
は
侍
従
長
を

つ
と
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
煕
通

の
子
が
鷹
司
平
通
氏

で
あ
り
、
な
が
く
東
京
都
中

央
区

万
世
橋

に
あ

る
鉄
道
博
物
館
長
を
勤
め
ら
れ
て

い
た
。

そ
の
令
室
が
、
昭
和
天
皇

の
第
三
皇
女
孝
宮

で
あ
り
、
昭
和
天
皇
の
こ
大
喪

の
直
後

の
五
月

に
+毘
去
さ

れ
た

こ
と
は
記
憶

に
新
し
い
。

最

後
に
鷹
司
家

の
所
領

に
つ
い
て
み
る
と
、

そ
の
中
心
と
な

っ
て

い
る
の
は
、
近
衛
家

か
ら
分
与
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
兼
平
は
永
仁

二
年

(
一
二
九
四
)

八
月

に
逝
去
し
た
が
、
そ
の
前
年

に
し
た
た
め
た
家
領

の
処
分
状
が
あ

る
。
こ
れ
を
表
示
す
る
と
次

の
通
り
で
あ
る
。

33

家
領
荘
園
の
名
称

今
泉
荘

椋
橋
荘

網
代
荘
内
御
名

大
観
寺
領
乙
生
遺
領

小
代
荘

宇
多
院

弘
見
荘

近
世
公
家
墓
所
の

一
例
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青
島
荘

饗
庭
荘

高
岡
荘

揖
賀
荘

揖
深
荘

上
有
智
荘

細
河
荘

東
三
条
勅
賜
田

赤
馬
荘

衣
比
須
島

酒
井
荘
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上
記

の
家
領
が
分
領
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他

に
も
多
少

の
家
領

・
家
地
が
あ

っ
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
荘
園
制
が
崩
壊
し
石
高
知
行
制

に
な
る
と
、

他

の
摂
関
家
と
同
様

に
、
織
田

・
豊
臣

の
各
政
権
、
さ
ら

に
徳
川
幕
府
か
ら
知
行
地
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
因
み
に
江
戸
時
代
末
期
に
お
け
る
石
高

は
約

]
五
〇
〇

石

で
あ

っ
た
。

三

鷹
司
家

の
墓
所

鷹
司
家
の
墓
所

は
、
く
わ
し
く
そ

の
所
在
地
を
明
示
す
る
と
、
京
都
市
右
京
区
嵯
峨

二
尊
院
前
長
神
町
に
あ
る
(第
1
図
)
。
手
近
か
に
あ

る
、
故
川
勝
政
太
郎
先
生

著

の

『
京
都
古
寺
巡
礼
』

(現
代
教
養
文
庫
、
社
会
思
想
社
、
昭
和
三
九
年
)
を
見
る
と
、

二
尊
院

の
歴
史

に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
簡
潔
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

も
と
こ
こ
に
は
平
安
時
代

に
華
台
寺
と

い
う
天
台
の
古
寺
が
あ

っ
た
が
、

い
つ
か
荒
廃
し
て
い
た
。
鎌
倉
中
期
近
く

に
こ
れ
を
法
然
上
人
の
高
弟
正
信
房
湛



空
上
人
が
中
興
し
て
二
尊
院

と
し
、
法
然
上
人
を
開
山

に
拝
し

て
、
自

分
は
第

二
世
と
な

っ
た
。
本
堂
内
陣

の
厨
子
に
は
釈
迦
如
来

・
阿
弥
陀
如
来
の
二
立
像

が
ま

つ
ら
れ
て
い
る
。
鷹
ケ
峰

の
遣
迎
院

と
同
様

に
、
発
遣

の
釈
迦
と
来
迎

の
弥
陀

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
事
情

で
二
尊
院
は
天
台

・
律

・
法
相

・
浄
土
の
四

宗
兼
学
で
あ

っ
た
が
、
浄
土
宗
を
本
体
と
し
た
。
明
治
維
新
の
後

に
天
台
宗
延
暦
寺

に
属
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
(以
下
、
略
)

小
倉
山
を
背

に
し
た
宮
殿
風

の
本
堂
の
右
手

に
、
瓦
葺

の
弁
財
天
堂
が
建
ち
、
そ
の
横

か
ら
山
腹

に
か
け
て

一
筋

の
長

い
石
段
が
あ
る
。

こ
の
石
段

の
右
手
、
す

な
わ
ち
北
側
は
、
三
～
四
段

の
平
地
が
開

か
れ
て
墓
地
と
な

っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
記
す
鷹
司
家
を

は
じ
め
、
九
条
家

・
二
条
家

・
西
三
条
家
等
名
家

の
墓
が
多
く

立

ち
並
ん
で
い
る
。
墓
地
北
端
の
道
を
登

り
つ
め
た
と
こ
ろ
に
は
、
嵯
峨

・
土
御
門

・
後
奈
良
三
帝

の
石
塔
と
伝
え
る
、
鎌
倉

時
代

の
層
塔

・
五
重
塔

・
宝
簾
印
塔

が
北

か
ら
南
に
並
ん
で
建

っ
て
い
て
、
墓
地
そ

の
も

の
の
古

さ
を
物
語

っ
て

い
る
。

さ
て
、
石
段

を
登
り

つ
め

る
と
正
面
に
宝
形
造

の
建
物

が
あ
る
。

一
種

の
廟
建
築

で
廟
内

に
は
花
南
岩
製

の
大
き
な
石
壇
が
あ
り
、
中
央

に

「空
公
行
状
」
の
題

額

の
あ
る
立
派
な
石
碑

が
立

っ
て

い
る
。
銘
文

に
よ

っ
て
、
二
尊
院
を
再
興
し
、
建
長
五
年

(
一
二
五
三
)
七
月

二
十
三
日
に
示
寂
し
た
湛
空
上
人
の
碑

で
あ
る
こ
と

(
1

)

が

わ
か
る
が
、

い
つ
の
こ
ろ
か
ら

か
、
法
然
上
人
円
空
大
師
廟

と
さ
れ
て
い
る
。

鷹
司
家

の
墓
所
は
、
当
寺

の
墓
地
の
中

で
は
最
上
段
、

『空
公
行
状
碑
』

の
ま

つ
ら
れ
て
い
る
廟
前
を
北

へ
進
ん
だ
と
こ
ろ
に
ひ
ろ
が

っ
て
い
る
(第
3
図
)
。

京
都
を
対
象
と
す
る
近
世

の
地
誌
は
数
多
く
刊
行

さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の

】
つ

『
雍
州
府
志
』
陵
墓
門
を
見
る
と
、

○
鷹
司
殿
塔

信
房
公
以
下
多
在
二
同
院

一

と
あ
る
。
ま
た
、
『山
城
名
跡
巡
行
志
』
巻
四
に
は
、

○
小
倉
山

二
尊
院
華
毫
在
二
同
山
麓
一=
、
四
宗
兼
學

曝
.

聾

(下
略
)

○
鷹
司
家

ノ
蜜
轟

㌔

等

の
記
述

が

あ

る
。

墓

塔

の
数

は
、

現
在

の
と

こ
ろ

正
確

に
数

え

て

い
な

い
が

、

年
代

の
古

い
も

の
、

新

し

い
も

の
、

当

・王
、

そ

れ
が
側

室

等

の
も

の
を
合

わ

せ
る
と

五
十
～

六
十

基

に
及

ぶ
墓

域

で
、
大

ま

か

に
見

て

四
～
五

の
区
域

に
分
け

る

こ
と
が

で
き

る
。

近
世
公
家
墓
所
の

一
例
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東
面
す
る
山
腹
を
開

い
て
造
成

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
中
心
と
な

っ
て
い
る
区
域
は
、
約
十
メ
ー
ト
ル
四
方

の
広
さ
で
、

こ
こ
に
計

二
十
四
基

の
墓
塔

が
集
中
し
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
方
形

の
基
壇
が

つ
く
ら
れ
、
そ
の
上
に
宝
簾
印
塔
形
、
又
は
五
輪
塔
形

の
墓
碑
が
の

っ
て
い
る
。
数
か
ら
み
る
と
宝
簾
印
塔
形
式

の

方
が
多

い
。
墓
塔

の
大
き
さ
は
、
七
〇
～
八
〇

セ
ン
チ
前
後
を
は
か
り
、

一
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
も

の
は
少
な

い
。

こ
の
時
代
の
大
名
墓
所

の
規
模
や
、
墓
塔
の
大

き
さ
と
く
ら

べ
る
と
比
較

に
な
ら
な

い
ほ
ど

つ
つ
ま
し
や
か
な
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
時

に
お
け
る
公
家
社
会

の
経
済
状
況
を
反
映
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

墓
塔
の
用
材
は

い
ず
れ
も
砂
岩
で
、
小
形
で
あ

っ
て
も
、
よ
く
見
る
と
、
細
工
は
す
ぐ
れ
て
い
て
、
京
都

と
い
う
土
地
柄
で
も
あ
り
、
古
く
か
ら

の
伝
統
と
技
術

を
も

っ
た
石
匠

に
発
注
さ
れ
、
そ

の
手

に
成
る
造
作

で
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

こ
の
墓
域

の
中

で
、
年
代
的

に
も

っ
と
も
古

い
も
の
は
、
明
暦
三
年

(
一
六
五
七
)
に
没
し
た
鷹
司
信
房

の
墓
塔

で
、
総
高
七
六
セ
ン
チ
の
宝
簾
印
塔
で
あ
る
が
、

塔
身

の
正
面
に
、

明
暦
国

團

後
法
音
院

十

二
月

の
刻
銘
が
あ
る
(第
4
図
上
)
。
墓
域
全
体
を
見
わ
た
し

て
も
こ
れ
よ
り
古

い
時
期

の
墓
塔
は
な

い
。
従

っ
て
、
現
在
見

る
こ
と
の
で
き
る
鷹
司
家

の
墓
所
が
こ
こ
に

つ

く
ら
れ
た
の
は
、
鷹
司
家
を
中
興
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
信
房

の
代

で
あ

っ
た
と
い
う

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

各
墓
塔

の
向
き
は
ま
ち
ま
ち
で
、
南
面
す
る
も

の
も
、
東
面
す
る
も
の
、
北
面
す
る
も

の
、

に
分

か
れ
る
が
、
西
面
す
る
も
の
が
な

い
の
は
、
西
側
が
山

の
斜
面

で
あ
る
こ
と
か
ら
で
、
墓
塔
の
向
き
に
つ
い
て
は
と
く

に
き
ま
り
が
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
区
域

の
中
心
、
や
や
南
寄
り
に
、

一
辺

一
、
九

メ
ー
ト

ル
の
南
面
す
る
宝
形
造

・
桟
瓦
葺
の
小
さ
い
建
物
が
あ
る
。
屋
根
中
央
に
置

か
れ
て
い
た
は
ず
の
露

盤

が
失
わ
れ
た
り
、
瓦
も
ず
れ
、
天
井
板
が
は
が
れ
た
り
等
、
か
な
り
荒
廃
し
て
い
る
が
、
南
面
を
あ
け
東

(第
6
図
)
・
西

・
北
の
三
面
を
五
輪
塔
形

の
板
を
内
側

と

外
側

に
二
枚
合
わ
せ
て
各
面
五
枚
ず

つ
並

べ
て
壁
板

に
し
た
、
小
規
模

で
は
あ
る
が
霊
屋

の
形
を
の
こ
し
て
い
る
。
北
面
内
側
の
塔
婆
板

に
は
、
仏
像
が
彩
色
で
描

か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
剥
落

が
は
げ
し

い
。
こ
の
中

に
総
高

一
二
四
セ
ン
チ
の
花
山岡
岩
製
の
宝
筐
印
塔
が
ま

つ
ら
れ
て
い
る
。
霊
屋
が
あ

っ
た
た
め
、
石
肌

の
保
存
が
よ
く
原
形
を
と
ど
め
た
美
し
い
石
塔

で
あ
る
。
塔
身

に
、
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元
禄
十
三
年
庚
く
年

虹

後
景
皓
院

正
月
十

一
日

の
刻
銘
が
あ
り
、
元
禄
十
三
年

(
一
七
〇
〇
)
に
没
し
た
後
景
皓
院
、
す
な
わ
ち
鷹
司
房
輔
の
墓
塔

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

現
在

の
鷹
司
家
墓
所
で
現
存
す
る
霊
屋
は
こ
れ

一
つ
で
あ
り
、
貴
重
な
遺
構

で
あ
る
が
、

こ
の
墓
域
の
中
に
は
、
同
じ
位
の
規
模

の
石
壇
を
も

つ
も
の
が
あ
り
、

(
2

)

造
立
時

に
は
そ
れ
ぞ
れ
霊
屋
が

つ
く
ら
れ
て
い
た
の
か
も
知

れ
な

い
。

こ
の
方
形

の
区
画

か
ら
南

へ
約
五
メ
ー
ト
ル
張
り
出

し
た
長
方
形

の

一
か
く
が
あ
る
。
南
北
約

二
、
五
メ
ー
ト

ル
、
側
面
約
三
、
五
メ
ー
ト
ル
、
正
面
中
央

に
扉

を

つ
け
た
石
棚
を
め
ぐ
ら
し
、
奥
寄
り

に
三
段

の
台
座
を
ふ
く
め
て
、
総
高
二

一
七
メ
ー
ト
ル
の
宝
簾
印
塔
形
式

の
墓
塔
が
あ
る
。
塔
身

の
正
面

(東
西
)
に
、

延
寳
七
己
末
年

高
政
院

十

]
月
八
日

背
面

(西
面
)
に
は
、

鷹
司
撮
政
關
白
房
輔
公

室
北
政
所
從

三
位
竹
子
者
十
州
大
守

毛
利
右
馬
頭
大
江
朝
臣
元
就
之
曽
孫

羽
村
秀
就
朝
臣
息
女
也

延
寳
七
年
十

一
月
八
日

と
刻
ま
れ
て

い
て
、
房
輔

の
室
で
あ
り
兼
煕
の
母
で
あ

る

コ
局
政
院
」
の
墓
塔
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
(第
5
図
上
)
。
夫

の
房
輔
公

は
先

に
記
し
た
霊
屋

の
あ
る
墓
塔

が
そ
れ
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
先
立

つ
こ
と
二
十

　
年

の
延
宝
七
年

(
一
六
七
九
)
に
没
し
た
奥
方

の
墓
塔
と
の
差
は
余
り

に
も
大
き
い
。

ち
ょ
う
ど
こ
れ
と
対
比
す
る
位
置

に
、
葵
紋

の
入

っ
た
石
扉

に
石
棚
を
め
ぐ
ら
し
た
特
異
な
形
式
の
大
き
な
墓
塔
が
あ
る
。
正
面

(東
西
)
に
、

近
世
公
家
墓
所
の
一
例
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近
世
公
家
墓
所
の
一
例

享
保
四
乙
亥
年

願
讃
院

四
月
二
十
六
日

背
面

(西
面
)
に
ま
わ
る
と
、

鷹
司
前
關
白
正

一
位
兼
煕
公

政
所
從
三
位
長
子
者

東
照
権
現
家
康
之
曽
孫

父
者
讃
陽
城
主
從
四
位
上

近
衛
灌
少
将
源
頼
重
媛
口

と
刻
ま
れ
て
い
る
。
兼
煕

の
正
室

「願
讃
院
」
の
墓
塔
で
彼
女
は
徳
川
家
康

の
曽
孫
に
当

た
り
、
讃
岐
高
松

に
封
じ
ら
れ
た
家
康
の
孫
松
平
頼
重

の
息
女

で
あ

っ
た

こ
と
が
わ
か
る
(第
5
図
下
)。

こ
の
二

つ
の
墓
塔
の
銘
文
か
ら
読
み
と
れ
る
こ
と
は
、
摂
関
家
と
徳
川
家
、
あ
る
い
は
毛
利
家
と
言

っ
た
大
名
家
と
の
縁
組
は
、
諸
家

の
系
図
や
当
時

の
記
録
に

よ

っ
て
わ
か
る
こ
と
が
あ
る
が
、
墓
塔

に
刻

ま
れ
て
い
る
銘
文
は
、
よ
り
明
白

に
そ
れ
を
伝
え
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
嫁
先

の
こ
当
、王
(こ
こ
で
は
鷹
司

家
)
の
墓
塔
が
小
さ

い
の
に
対
し
て
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
二
基

の
墓
塔
の
主
は
、

一
方
は
毛
利
元
就
、

一
方
は
徳
川
家
康

の
、
ど
ち
ら
も
そ
の
曽
孫
に
当
た
る
女
性
で

あ
り
、
そ
れ
を
反
映
し
て
か
、
墓
塔
の
大
き
さ
、
墓
所

の
規
模
、
そ
れ
に
ま
わ
り
の
荘
厳

に
し
て
も
雲
泥

の
差
が
見
ら
れ
、
徳
川
家

.
毛
利
家

の
権
威
が
他
を
威
圧

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
と
こ
ろ
に
葬
ら
れ
た
ご
夫
妻
は
、

こ
の
地
下
で
ど

の
よ
う
な
心
情
を
抱

い
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「高
政
院
」
墓
塔
の
前

に
は
、
明
治
十

一
年
没
の

「
鷹
司
輔
煕
公
墓
」
と

「藤
原
崇
子
墓
」
が
後

に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

以
上
く
わ
し
く
述

べ
た
中
央

の
墓
域
か
ら
石
段
を
登

っ
た
奥
ま

っ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
も
明
治

に
な

っ
て
造
立
さ
れ
た
石
棚
を
め
ぐ
ら
す
墓
塔
が
二
基
並
ん
で

い

る
。こ

こ
か
ら
さ
ら
に
北
方

に
行
く
と
、
{
願
謹
院
」塔

の
右
側

に
石
段
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
上
に

一
つ
の
区
域
が
あ
る
。
こ
こ
に
ま

つ
ら
れ
て

い
る
墓
塔
は

い
ず
れ
も
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明
治
時
代
以
後

の
も
の
で
、
墓
地
そ

の
も
の
が
新
し
く
拡
張

・
造
営
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
石
段
を
登
ら
ず

に
、
進
ん
だ
奥
ま

っ
た
と

こ
ろ
に
は
、
十
数

基
の
墓
塔

の
並

ぶ

】
か
く
が
あ
る
。
ま
だ
く
わ
し
く
し
ら

べ
て
な

い
が
、
各
代
の
正
室

・
側
室

の
葬
ら
れ
て

い
る
墓
所

の
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
各
墓
塔
に
つ
い
て
は
、
大
ざ

っ
ぱ
な
も
の
で
あ
る
が

一
覧
表
を
作
成
し
て
見
た
。

現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
鷹
司
家
墓
所
の
概
況

は
以
上

の
通
り
で
あ
る
が
、
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
当
墓
所

で
も

っ
と
も
古

い
墓
塔
は
、
明
暦
三
年

に
墓
去
し
た

鷹
司
信
房

の
そ
れ
で
あ

る
。
信
房

は
二
条
晴
良

の
男
で
忠
冬

の
養
子
と
な

っ
て
、

一
時
途
絶
え
て
い
た
鷹
司
家
を
再
興
し
た
人
と
さ
れ
て

い
る
が
、

こ
の
代

に
当
墓

所
が
造
成

・
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
の
か
も
知

れ
な

い
。

し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
た
場
合
、
信
房
以
前
、
鷹
司
家
を
立
て
た
兼
平
以
後
、
十

一
代

に
亘
る
方
が
た
の
墓
所
は
ど

こ
に
所
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
何
冊
か

の
書
物
を
見

て
も
、
鷹
司
家
墓
所
は
二
尊
院

で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
他
の
場
所
で

の
所
在
を
記
し
た
も
の
は
な

い
。

こ
こ
で

一
つ
気

に
か
か
る
こ
と
は
、
南
北

に
ひ
ろ
が
る
墓
所
全
体

の
ほ
ぼ
中
央
、
新
し
い
時
期
の
墓
所

へ
登
る
石
段
の
す
ぐ
右
手

に
立

っ
て

い
る
九
重
層
塔
で
あ

る
。
も
と
か
ら
こ
の
位
置
に
立

て
ら
れ
て
い
た
も
の
か
、

い
つ
か
の
時
代

に
現
在
の
位
置

に
移
さ
れ
て
来
た
も

の
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
立
派
な
石
壇

の
上

に
立

つ

総
高

ニ
メ
ー
ト

ル
ば

か
り
の
層
塔
で
そ
の
様
式

か
ら
近
世
初
頭
の
造
立

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

中
世

の
惣
墓
に
お
い
て
は
、

そ
の
中
央
に
層
塔

の
立

て
ら
れ
て
い
る
場
合
を
よ
く
見
か
け
る
が
、
先

に
記
し
た
こ
と
か
ら
、
鷹
司
家
を
中
興
し
た
信
房

の
代
に
墓

所
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
時
に
先
代

の
墓
所
を
こ
の
場
所

に
改
葬
し
、
そ
の
供
養

の
た
め
に
こ
の
層
塔
が
造
立
さ
れ
た
も

の
か
も
知
れ
な
い
と
い
う

こ
と
が
考
え
ら
れ

る
が
、
現
在

の
と
こ
ろ
で
は
推
測

に
す
ぎ
ず
、
断
定

の
限
り
で
は
な

い
。
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(1
)

こ
れ
を
最
初

に
注
意
さ
れ
た

の
は
川
勝
政
太
郎
先
生

で
あ

る

(『京
都

の
石
造
美
術
』
木
耳
社
、
昭
和
四
七
年
)。

ま
た
、
銘
文
は
、

川
勝
政
太
郎
・佐

々
木
利
三
両
氏
著

の

『京
都
古
銘
聚
記
』

(ス
ズ
カ
ケ
出
版
部
、
昭
和
十
六
年
)
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。
古
碑

の
遺
例
が
少
な
く
、
ま
た
鎌
倉
時
代
造
立

で
あ
る
こ
と

の
わ
か
る
稀
有

の
石
碑
と
し
て

貴
重
で
あ

る
が
、
石
造
美
術
と
し
て
紹
介

さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。

こ
の

「空
公
行
状
碑
」

に
つ
い
て
は
、
私

の
旧
稿

「
碑
隅

の
源
流
と
そ
の
伝
播
」

(『大
手
前
女
子
大
学
論
集
」
第

一
四
号
、
昭
和
五
五
年
)
で
言
及
し
た
。

(2
)

本
文
中

に
紹
介

し
た

『山
城
名

跡
巡
行
志
』
に
、
雇

司
家

ノ
霊
轟

㌔

L
と
記
し

て
い
る
の
は
、
墓
所

の
こ
と
を
記
し
て

い
る
の
か
、
そ

の
墓
所
に
霊

屋
が
あ

っ
た
こ
と

 を
記
し
て

い
る
か
明
ら
か
で
は
な

い
が
少
し
気

に
か
か
る
表

現
で
あ
る
。

↓

近
世
公
家
墓
所
の
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近
世
公
家
墓
所
の

一
例

付
記

口

こ
こ
で
鷹
司
家
墓
所
に
お
け
る
霊
屋

に
つ
い
て
の
史
料
を
紹
介

し
て
お
き
た

い
。

宮
内
庁
書
陵
部
架
蔵

の

『
鷹
司
家
史
料
』
の
う
ち

『鷹

司
政
通
記
草
』
文
政
十
年

(
}
八
二
七
)
七
月
二
六
日

の
記
事

で
あ
る
。
ま
ず
、

廿
六
日

晴
於
小
倉
山

二
尊
院
今
度
母
堂
霊
屋
建
立

上
棟
之棟

板
染
筆

刑
部
大
輔
俊
賢

書
之

明
文

源
惟
明

と
記
さ
れ
て

い
て
、
政
通
の
母
堂

の
霊
屋
が
造
立

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
は

っ
き
り
と

「
上
棟
」

の
字
句
が
あ

る
か
ら
、
建
造
物
で
あ

っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。

記
事
は

つ
づ

い
て
、

二
十
九
日
の
と
こ
ろ
で
墓
所

で
の
法
会

の
こ
と
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
、

一

今
日
霊
屋
造
営
了
依
之
開
眼
供
養
三
間
二
二
間
半
小
堂
此
上
二
有
銅
作
風
形
幹
儲
彫
形
模
之
了

と
あ
る
か
ら
、
こ
の
霊
屋
が
三
問

に
二
間
半
の
規
模

で
屋
根

に
銅
製

の
宇
治
形

・
宇
治
殿
を
模
し
た
風
形

(露
盤
ま
た
は
鴫
尾
か
)
を
の
せ
て
い
た
と
い
う
。
あ
る

い

は
鳳
鳳

で
あ

っ
た
か
も
知

れ
な

い
。

こ
う
し
た

こ
と
か
ら

み
る
と
、
各
代

の
墓
塔

の
上

に
は
造
立
当
時

に
あ

っ
て
は
霊
屋
が
設
け
ら
れ

て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

付
記

二

こ
の
稿

の
校
正
中
、
寺
田
貞
次
氏
著
の
大
作

『京
都
名
家
墳
墓
録
』
(大
正

=

年
、
複
刻
版
が
昭
和
五

一
年

に
東
京
・
村
田
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
)
に
よ

っ
て
、
京
都
市
右
京
区

に
あ
る
名
刹
高
山
寺

に
近

い
向
山

に
鷹
司
家
墓
螢

の
あ
る
こ
と
が
わ

か

っ
た
。
同
書

に
は
、
鷹
司
兼
平
墓
の
こ
と
が

く
わ
し
く
記
さ
れ
、
ま

た

」
口同
山
寺
過
去
帳
』

に
よ

っ
て
そ
の
子
基
忠

の
墓
も
同
じ
場
所

に
あ
る
は
ず

で
あ
る
こ
と
と
、
古
塔

四
基
許
が
あ
る
こ
と
、
し
か
し
無
銘

で
識
別
で
き
な

い
、
と

い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
近

い
機
会

に
現
地
に
赴

き
、
調
査
を
果
た
し
た

い
と
思
う
。
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四
、

『鷹

司
房
煕

記
』

に
見
え
る
葬
送

の
記
事

宮
内
庁
書
陵
部

に
は
、
鷹
司
家
関
係

の
も
の
と
し
て
、

名

称

年

代

冊
数

次

の
史
料
が
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。

鷹

司

房

輔

記

鷹

司

房

煕

記

鷹

司

房

煕

記

鷹

司

政

通

記

鷹
司
政
通
記
草

鷹

司

家

記

鷹

司

輔

政

記

延
宝
三

享
保
十
1
十
五

享
保
十
三
-
十
四

文
化
五
-
文
政
十

一
別
記
共

文
化
十
五
ー
弘
化
三

天
保
五
1
文
久

二

元
治
元
-
慶
応
三

一 九 六 四 四 四 一

分
類
番
号

鷹 鷹 鷹 鷹 鷹 鷹 鷹

742721720682681611749
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私
が
こ
れ
ら
の
史
料
を
閲
覧
す
る
た
め
、
皇
居
内
に
あ
る
宮
内
庁
書
陵
部
を
訪
問
し
た
の
は
、
昭
和
五
十

二
年
五
月

二
日
の
こ
と

で
あ

っ
た
。
当
時
皇
室
制
度
調

査
官
と
し
て
宮
内
庁

に
勤
務
さ
れ
て
い
た
今
江
広
道
氏

(現
在
、
国
学
院
大
学
文
学
部
教
授
)
が
、
私

の
母
校

で
あ
る
大
阪
府
立
生
野
中
学
校

(現
在
の
大
阪
府
立
生
野

高
等
学
校
)
地
歴
部

の
先
輩
で
あ
り
、
そ

の
こ
ろ
か
ら
知
己
を
得
て

い
た
間
柄

で
あ

っ
て
、
史
料

の
閲
覧

に
当
た

っ
て
は
、
と
く
に
お
ね
が

い
し

て
便
宜

を
計

っ
て
い

た
だ
き
、
そ
の
上
、
懇
切
な
ご
配
慮

と
ご
教
示
を
受
け
た
。
す
で
に
十
余
年

の
歳
月
を
経

て
し
ま

っ
て

い
る
が
、

こ
こ
に
御
礼
を
述

べ
て
お
き
た

い
。

先

に
表
示
し
た
史
料
は
全
部

で
七
十
九
冊
を
数
え
、
各
々
の
書
冊
の
装
偵

に
手
が
加
え
ら
れ
表
紙
を

つ
け
て
製
本
さ
れ
て

い
る
。
今
江
氏
か
ら
お
聞

き
し
た
と
こ

近
世
公
家
墓
所
の

一
例



近
世
公
家
墓
所
の

一
例

う
に
よ
る
と
、

こ
れ
ら
の
史
料

に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
刊
本
が
な
く
、
書
庫

に
収
め
ら
れ
た
ま
ま
で
、

こ
れ
を
全
部
閲
覧
し
た
の
は
、
当
時

の
私
が
は
じ
め
て
だ

ろ
う
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
摂
関
家

の
中

で
も
、
筆
頭
と

い
わ
れ
る
近
衛
家

の
よ
う

に
、
各
時
代

の
政
治
や
文
化

に
つ
な
が
り
を
持

っ
た
家
柄
で
な
く
、
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
目
立

っ
た
存
在

で
は
な

か

っ
た
鷹

司
家

こ
と
で
あ

る
。
と
く

に
、
近
世
以
後

の
公
家

に

つ
い
て
の
研
究
は
、
専
門
外
の
私
は
寡
聞

に
し
て
知
ら
な

い
が
、

そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な

い
と

い
う
こ
と
に
も
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
私
が
拝
見
し
た
限
り
で
は
、
ご
当
主
自
身
の
筆

で
、
克
明
に
記

さ
れ
た

日
記

の
内
容
は
、
幕
藩
体
制
下

に
あ

っ
て
、
し
か
も
、
『禁
中
井
公
家
諸
法
度
』
と

い
う
き
び
し
い
枠

の
中

で
、
平
安
時
代
以
来

の
伝
統
を
守
り

つ
づ
け
て
来
た
公
家

の
生
活

・
文
化

の
様
相
を
生

々
し
く
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
通
読
し
て
い
る
う
ち
に
偶

々
出

く
わ
し
た
の
が

『鷹
司
房
煕
記
』

に
見
え
る
、
先
代
鷹
司
兼
煕
莞
去
と
、
そ

の
後

に
つ
づ
く
葬
送

の
記
事

で
あ

る
が
、

ま
ず
原
文
を
引
用
す
る
。

『鷹
司
房
煕
記
』
抜
す

い

(享
保
十
年
十

一
月
)

廿
日
寅

前
殿
下
次
第

二
差
詰
馨
術
不
相
叶
亥
刻
莞
去

一42一

 

廿

一
日
卯

五
旬
喪
服
著
二
付
職
事
頭
中
将
隆
兼
朝
臣
江
以
貞
祐
申
遣
処
新
嘗
會
勤
役
二
付
神
事
之
由
依
之
日
野
西
辮
江
申
置
新
嘗
會
御
神
事
と
い
へ
と
も
届
了
入
之
間
被
露

之
事
勝
手
次
第
二
頼
入
之
旨
申
置
家
傳
奏
江
以
後
信
昭
様
嘉
去
之
段
申
置
三
宝
院
江
院
号
之
事
以
後
諸
頼
申
入
被
傍
其
意
之
旨
也
有
隣
軒
御
出
止
時
之
備

廿
二
日
辰

廿
三
日
巳



前
摂
政
公
江
以
貞
祐
申
入
少
々
示
談
之
事
有
之
也
三
寳
院
殿
占
院
号
勘
給

登
雲
院

三
寳
院
殿
江
以
貞
祐
申
入
院
号
之
事
勘
給
之
庭
登
雲
院

ハ
少
シ
所
存
有
之
候
問
勘
政
給
候
処
二
申
入
之
処
其
後
以
文
申
を
く
旅
宿
之
事
其
上
院
号
等
之
事
不
案

内
之
問
外
と
も
相
談
致
さ
る
る
や
う
ま
と
め
候
事
也

今
夜
酉
刻
過
入
棺
二
尊
院
請
経

廿
四
日
午

院
号
之
事
此
方
二
而
勘

心
空
華
院

三
宝
院
門
跡
江
以
貞
祐
右
院
号
之
事
令
相
談
処
所
存
も
な
く
候
間
可
然
旨
返
答
也
大
乗
院
門
跡
内
府
殿
江
令
相
談
処
無
所
存
由
之

心
空
華
院
二
定

今
夜
御
身
隠
酉
刻
出
棺
出
棺
以
前
有
隣
軒
御
出
座
二
御
供
之

廿
五
日
未

廿
六
日
申

廿
七
日
酉

有
隣
軒
御
出
退
付
御
供

一43一

廿
八
日
戌

今
日
末
剋
送
葬
行
列
ホ
別
記
予
辰

一
鮎
出
門
午
剋
斗
二
尊
院
著
付
送
葬
之
儀
令
催
先
寵
前
堂
二
而
法
事
聴
聞
畢
火
屋

ヨ
リ
ニ
町
斗
前
ヨ
リ
頼
二
相
従
引
導
畢
予
焼

香
法
事
畢
導
師
伴
僧
退
散
其
後
詣
廟
前
方
丈
江
婦
暫
時
休
息
申
剋
斗

.二
尊
院
出
酉
剋
過
帰
殿

 近
世
公
家
墓
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近
世
公
家
墓
所
の
一例

七
ケ
日
之
間
法
事
執
行
今
日
申
剋
開
關
也

廿
九
日
家
雨

於
二
尊
院
初
七
日
之
法
事
相
勒

十
二
月

朔
日
子
晴

二
日
丑

詣
二
尊
院
今
日
二
七
日
也
法
事
聴
問

有
隣
軒
御
出
依
當
・王
不
遊
封
談

三
日
寅

四
日
卯

三
七
日
法
事
於
二
尊
院
執
行

五
日
辰

七
ケ
日
之
法
事
結
願
也

六
日
巳

四
七
日
法
事
於
二
尊
院
執
行

七
日
午

飯
心
院
江
参
入
頼
行
事

八
日
未

九
日
申

十
日
酉

従
牧
野
佐
渡
守
諸
大
夫

一
人
依
拍
俊
信
朝
臣
ヲ
遣
大
樹
ヨ
リ
為
弔
儀
奉
書
到
来
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十

一
日
戌

今

日
五
七
日
之
於

二
尊
院
法
事

二
付
予
参
詣
卯
半
刻
今
日
法
事
養
心
院
占
執
行
聴
聞

十
二
日
亥

十
三
日
子

十
四
日
丑

十
五
日
寅

今
日
有
隣
軒
御

十
六
日
卯

今
日
有
隣
軒
江
参

十
七
日
辰

十
八
日
巳

六
七
日
法
事
於

二
尊
院
相
勤

十
九
日
午

今
日
左
府
公
占
使
到
来
右

之
口
状
書
別

二
有
リ

廿
日
末
大
雪

今
日
心
空
華
院
初
月
忌

二
付
佛
参
今
日
石
塔
供
養

廿
五
日
子

書
七
日
法
事
於
二
尊
院
相
務
入
夜
前
宰
相
國
久
公
入
来
只
今
中
納
言

勅
許

ヲ
蒙
候

二
付
為
禮
也

廿
八
日
卯

今
日
二
尊
院
長
者
此
間

ノ
礼
ト

シ
テ
来
封
面
、
有
隣
軒
御
出

・
談

近
世
公
家
墓
所
の
　
例

一45一
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近
世
公
家
墓
所
の
一
例

以
上
、
『鷹
司
房
煕
記
』

の

一
部

で
あ
る
が
、
前
關
白
鷹
司
家
兼
煕
が
享
保
十
年

二

七
二
五
)

月
後

の
十

二
月
二
十
日
に
初
月
忌

(祥
月
忌
)
が
行

わ
れ
る
ま
で
の
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
日
付
を
追

っ
て
項
目
別
に
整
理
し
た
の
が
次

の
表

で
あ
る
。

十

一
月
二
十

ノノ ノノ ノノ

 

〃ノノ ノノ ノノ ノノ

日

二
十

}
日

二
十

二
日

二
十
三
日

二
十
四
日

二
十
五
日

二
十
六
日

二
十
七
日

二
十
八
日

前
殿
下

(鷹
司
兼
煕
)
、
亥
刻

(午
後
十
時
～
)

三
宝
院

へ
院
号

(戒
名
)
の
こ
と
を
お
ね
が

い
す
る

の
十

一
月

二
十

日

に
莞

去

さ
れ
た

こ
と

に
は
じ
ま

り
、
以
後

一
力

三
宝
院
よ
り

「登
雲
院
」
の
院
号
が
下
さ
れ
た
が
、
所
存
が
あ
る
の
で
勘
え
直
し
て
い
た
だ
き
た
い
旨
を
伝
え
る
。

酉
刻

(午
後
六
時
～
)
入
棺
、

二
尊
院

(の
僧
)
に
よ
る
諦
経

院
号
は
こ
ち
ら

(鷹
司
家
)
で
勘
え
て

「
心
空
華
院
」

に
定
め
る

酉
刻

(午
後
六
時
～
)
出
棺

未
刻

(午
後

一
時
)
送
葬

の
行
列

房
煕
公
は
辰

一
点

(午
前
七
時
～
九
時
)
よ
り
門
を
出
、
午
刻

(午
前
十

一
時
～
午
後

一
時
)

先
亀
前
堂
で
法
事
を
聴
聞
す
る

火
屋
よ
り
二
町
斗
前
よ
り
韓

に
相
従

っ
て
引
導
、
焼
香
、
法
事

導
師
、
伴
僧
が
退
散
さ
れ
て
後
、
廟
前

に
詣

で
、
方
丈
に
帰

っ
て
暫
く
休
憩

申
刻

(午
後
三
時
～
五
時
)
に
二
尊
院
を
出
、
酉
刻

(午
後
六
時
～
八
時
)
に
帰
る

七
力
日
の
間
法
事
を
執
行
、
今
日
の
申
刻
が
は
じ
め

に
二
尊
院
に
著
く
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〃

十
二
月

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

二
十
九
日

一
日

二
日

三
日

四
日

五
日

六
日

七
日

八
日

九
日

十
日

十

一
日

十
二
日

十
三
日

十
四
日

十
五
日

十
六
日

十
七
日

十
八
日

十
九
日

二
尊
院
に
お
い
て
初
七
日
の
法
事
を

つ
と
め
る

二
尊
院

に
詣

る
、

二
七
日
の
法
事

三
七
日

の
法
事
を
二
尊
院

で
執
行

七
ケ
日
の
法
事
結
願

四
七
日
の
法
事
を
二
尊
院

で
執
行

五
七
日
の
法
事
を
二
尊
院
で
執
行

六
七
日
の
法
事

を
二
尊
院
で

つ
と
め
る

近
世
公
家
墓
所
の

]
例

七力日の法事

～47一



ノノ ノノ ノノ ノノ ノノ ノノ

近
世
公
家
墓
所
の

一
例

二
十
日

二
十

一
日

二
十

二
日

二
十
三
日

二
十
四
日

二
十
五
日

初
月
忌
で
仏
参

(
二
尊
院

へ
)
石
塔
供
養

尽
七
日

(満
中
院
)
法
事
を
二
尊
院

で

つ
と
め
る

ま
ず
冒
頭

に
出

て
く
る
の
が
院
号

に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
鷹
司
家
歴
代

の
院
号
が
三
宝
院

に
願

い
出

て
命
名
さ
れ
、
下
さ
れ
る
し
き
た
り
で
あ

っ
た
ら
し

い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
今
回
下
さ
れ
た
院
号

「
登
雲
院
」
は
、
ど
う

い
う
事
情
が
あ

っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
「
心
空
華
院
」
と
し
て

い
る
。

次
に
入
棺

(納
棺
の
こ
と
か
)
は
莞
去

の
日
よ
り
三
日
経

っ
た
二
十

三
日

に
行

わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
翌
二
十

四
日
に
見
え
る

「
出
棺
」
は
何
を
意
味
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら

の
儀
式
は
、

お
そ
ら
く
鷹
司
家

の
邸

で
行

わ
れ
た
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
明
記
さ
れ
て

い
な

い
。

二
十

八
日
、
葬
送
の
行
列
は
邸
を
出

て
二
尊
院

に
向

か

っ
た
。
「
先
嘉
前
堂
」
と
あ

る
か
ら
、
何
ら
か
の
建
物
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら

に

「
火
屋
」
と

い
う

語
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
遺
骸

は
火
葬
さ
れ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
と
す

る
と
、
鷹
司
家

の
歴
代

の
葬
法
は
火
葬
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
こ
の
語
句

だ
け
で
決
め
る
の
は
早
計

で
あ
ろ
う
。

こ
の
日
か
ら
十

二
月
五
日
ま
で
の
七
日
間

に
わ
た

っ
て
法
事
が
行
わ
れ
、

さ
ら

に
そ
の
上

に
、
初
七
日
か
ら
七
七
日

(
四
十
九
日
)
ま
で
の
法
事
が
行
わ
れ
て
い

る
。
現
代

の
感
覚

・
慣
習
か
ら
で
は
ち
よ

っ
と
理
解
し
に
く

い
が
、
公
家
社
会

の
慣
習
を
し
ら

べ
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
初
七
日
か
ら
七
七
日
ま
で
の
日
の

設
定
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
こ
と
も
意
外
で
あ
る
。

こ
う
し
た
行
事

の
の
ち
、
十
二
月

二
十
日
、
「初
月
忌
」
、
同
時

に
石
塔
供
養
が
営
ま
れ
た
。
こ
の
日
記

に
は
墓
所
に
棺

を
埋
葬
し
た
時
が
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、

ど
の
時
点
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
も
疑
問

の

一
つ
で
あ
る
。
先

に
指
摘
し
た

「
出
棺
」

の
語
句
が
、
二
尊
院
の
墓
地
に
埋
葬
す
る
た
め
、
葬
儀

に
先
立

っ
て
邸
を
出

た
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
十

一
月

二
十
八
日

の
葬
儀

に
当
た

っ
て
、
葬
送

の
行
列
が
出

る
よ
り
も
先
に
、
当
主
で
あ
る
房
煕
公
が
邸
を
出
て
二
尊
院
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に
到
着
し
て
い
る
と
い
う
記
事

か
ら
も
、
出
棺

と
葬
列
と
は
同
時

で
は
な
い
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
不
自
然
も
こ
れ
で
解
決

で
き
る
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

こ
の
時
代

に
お
け
る
葬
礼

の
あ
り
方

に

つ
い
て
は

『徳
川
実
紀
』

に
見
ら
れ
る
徳
川
将
軍
家

の
例

の
ほ
か
、
大
名
家
あ

る
い
は
公
家

の
記
録
を
単
念

に
読
む

こ
と

に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
に
相
違
な

い
。
従
来

の
歴
史
学
乃
至
歴
史
家

の
関
心
を
惹
く
課
題
で
は
な
か

っ
た
、
そ
れ
は
当
然

の
こ
と
か
も
知
れ
な

い
が
、
考
古

学

の
プ

ロ
パ
ー
も
、
民
俗
学

の
プ

ロ
パ
ー
も
見
落
と
し
て
来
た
、

と
い
う
よ
り
も
手
を

つ
け
て

い
な

い
分
野
で
あ
る
。

鷹
司
房
煕
公
ご
自
身
が
書
き
の
こ
し
、
房
煕
公
を
は
じ
め
と
す
る

一
門
に
よ

っ
て
建

て
ら
れ
た
墓
塔
が
現
代

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
墓
地

.
墓
塔
を
対

象
と
す
る
考
古
学
的
方
法

に
よ
る
近
世
史

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
可
能
な

の
で
あ
る
。

当

の
前
關
白
鷹

司
兼
煕
公
、
「
心
空
華
院
」

の
墓
塔
は
、
前
章

に
述

べ
た
墓
域

の
東
南
隅
に
あ
り
、
総
高

一
〇
八
セ
ン
チ
を
は
か
る
宝
簾
印
塔
で
、
塔
身

に
、

享
保
十
巳
年

心
空
華
院

十

一
月
廿

日

と
刻
ま
れ
、
墓
地

の

一
か
く
に
静

か
に
眠

っ
て

い
る
の
で
あ

る
(第

4
図
下
)
。

五

小

結

以
上
、
近
世
公
家
墓
所

の

一
例

と
し
て
、
京
都
嵯
峨
二
尊
院

に
あ
る
鷹
司
家
墓
所

を
取
り
上
げ
、
そ

の
概
要
を
記
し
た
。
ご
く
大
ざ

っ
ぱ
な
現
状
調
査

の
報

告
に

過
ぎ
な

い
が
、
そ
れ
で
も

い
く

つ
か
の
こ
と
が
ら
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
折
を
見

て
、
よ
り
く
わ
し

い
調
査
を
し
て
補
訂
す
る
必
要

が
あ
り
、
合

わ
せ

て
、
同
じ
二
尊
院

に
あ
る

二
条
家

・
九
条
家
、
さ
ら

に

一
条
家

・
近
衛
家
と
進

め
て
、
五
摂
家

の
墓
所
を
調
査
し
て
み
た

い
と
思
う
。

神
戸
女
子
大
学

の
田
中

久
夫
氏
は
、
最
近
刊
行
さ
れ
た

『地
蔵
信
仰
と
民
俗
』

(平
成
元
年
二
月
、
木
耳
社
)

の
中
で
、

平
安
時
代

の
墓
制
研
究

は
考
古
学
が
行
な
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
考
古
学
は
あ

ま
り
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

そ
れ
で
も
、
最
近
よ
う

や
く
後
期
古
墳

(七
世
紀
か
ら
八
世
紀
の
古
墳
)
と
そ

の
終
未

に
関
す
る
研
究
が
す
す
め
ら
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
そ
れ

で
も
な
お
、

近
世
公
家
墓
所
の
一
例
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近
世
公
家
墓
所
の

一
例

平
安
時
代

の
墓
制
、
特
に
十
世
紀

か
ら
十

一
世
紀

に
か
け
て
の
時
期
以
降

の
研
究

は
見
ら
れ
な

い
。
む
し
ろ
、
歴
史
学

(文
献
史
学
)
の
方
か
ら
の
問
題

に
た

い

す
る
接
近
が
見
ら
れ
、
わ
が
国
の
墓
制
、
葬
送

に
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占

め
る
。
そ
し

て
、
現
代
の
日
本
人

の
霊
魂
観

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
平
安
時

代

の
葬
送

.
墓
制
が
無
視

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
残
念

で
な
ら
な

い
。
今
後
、
大

い
に
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
分
野
で
あ

る
。

と
記
し
て
お
ら
れ
る
。

田
中
久
夫
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、
た
し
か
に
日
本

の
考
古
学
は
、
縄
文

・
弥
生
時
代
の
墳
墓
や
、
古
墳
時
代

の
名
称
が
代
表
し
て

い
る
よ
う
に
、
全
国
各
地

に
所
在
す
る
古
墳

の
調
査

・
研
究

に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
多
大

の
成
果
が
積

み
上
げ

ら
れ
て
来
た
。

し
か
し
、
奈
良

.
平
安
時
代
、
さ
ら

に
鎌
倉

・
室
町
時
代
と

い
う
よ
う

に
、
時
代
が
下
が

っ
て
行

く
に
従

っ
て
関
心
が
薄
ら
い
で
行

っ
て
い
る
こ
と
は
確

か
で
あ

ろ
う
。

本
稿

の
冒
頭
で
述

べ
た
よ
う

に
、
中
世

・
近
世

の
考
古
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
さ
か
ん
に
な
る
趨
勢

に
は
あ
る
が
、
全
国
各
地
の
発
掘
調
査

に
よ

っ
て

検
出
さ
れ
て
い
る
墓
地

の
遺
跡
、
遺
構

の
研
究

と
共

に
、
現
存
し
て

い
る
墓
地

・
墓
塔

・
墓
碑

の
調
査
が
必
要

で
あ
る
。
と

い
う
の
が
私

の
持
論

で
あ
る
。
従
来
、

金
石
文

や
石
造
美
術
の
対
象
と
さ
れ
て
来
た
も
の
も
、
墓
制
の
上
か
ら
見
直
す
こ
と
も
大
切

で
あ

る
し
、
前
稿

で
取
り
上
げ
た
大
名
家
や
、
本
稿

で
取
り
上
げ
た
公

家

の
墓
所

の
よ
う

に
、
各
地

に
存
在
し
、
手
近

か
に
調
査
す
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
を

一
カ
所
ず

つ
記
録
し
て
行
く
こ
と
も

一
つ
の
研
究
の
方
向

で
あ
る
と
思
う
。

前
稿
以
後
も
機
会
あ

る
ご
と
に
各
地

に
所
在
す
る
大
名
家
墓
所
や
、
さ
ま
ざ
ま

の
遺
例

に
接
し

て
来
た
が
、
そ

の
た
び
ご
と
に
い
く

つ
か
の
課
題
が
ひ
そ
ん
で
い

る
い
る
こ
と
に
気
付

い
て
い
る
の
で
あ

る
。
今
す
こ
し
、
各
地

に
所
在
す
る
大
名
家
墓
所

・
公
家
墓
所
等
を
訪
ね
、
現
状
調
査
を
進

め
た
上

で
、
小
論
を
展
開
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

鷹
司
家
に
関
す
る
史
料

の
調
査
は
、
昭
和
五
十

二
年
当
時
、
川
勝
政
太
郎
先
生

の
ゼ
ミ
で
あ

っ
た
八
期
生

の
古
賀

(旧
性
、
塩
見
)
純
子
さ
ん
に
手
伝

っ
て
も
ら

っ
た

が
、
そ

の
時

に
ま
と
め
て
く
れ
て
い
た
資
料
を
今
回
使
用
し
た
。
ま
た
墓
所
の
調
査

に
は
、
浜
田
幸
司
君

(現
在
、
寝
屋
川
市
教
育
委
員
会
文
化
財
担
当
職
員
)
の
協
力

を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
て
お
き
た

い
。
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鷹 司 家 歴 代 年 数 表

順位 俗名西暦1吊6・ ・51801争 ・・1巨 ・・1614・1616°1618°'7、 °°'冗2°'冗4°'冗6°1718°181° °182°1814°1816°188°'91° °1gl2°'914°196°

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

のぶふさ

信房

のぷひさ

信尚

のりひら

教平

ふさすけ

房輔

かねひろ

兼煕

ふさひろ

房煕

なお すけ

尚輔

もとてる

基輝

すけひら

輔平

まさひろ

政煕

まさみち

政通

すけ ひろ

輔煕

すけまさ

輔政

ひろみら

煕通

のぶすけ

信輔

ひりみら

平通

後 法 音 院
5(永 禄8) 7(明 暦3)

圃
の　　　 ロ　　の

1一 致 院1
9(慶 長14)8(寛 文8)

後 景 晧 院

7(寛 永14)0(元 禄13)

心 空 華 院

　くガ　 ラ ら　 　 の

囲
0(宝 永7)0(享 保15)

(凡例)1法 名1

生年 没年

後 心 空 華 院
ヨく　 イヒユくの一

1(宝 暦11)

1

お

ー

9(元 文4)

ユぽ 　 　ラ=コ
　ぐ　　 ユ　

1

8(明 治D

7(文 化4) 8(明 治ll)

口
　　 　　ラ　　 　　め一

5(安 政2)8(大 正7)

1

痕並(忽{懸蘭養e1悪

9(明 治22)

1

3伏 正2)

　　　 　

1
66(昭 手目4D
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第3図 鷹司家墓所全景(上 一南方 より、下一北方よ り)
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